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１．目的 

本事業は、私立大学図書館協会（以下「協会」という。）の実施する国際図書館協力事業の

一環として、国際的な人的交流の実現および図書館員の専門職制を学ぶことで意識の向上

を図ることを目的とする。 

 

２．予算 

（１） 本事業は、私立大学図書館協会国際図書館協力基金のもとに実施する。 

（２） 本事業の予算額は、私立大学図書館協会国際図書館協力委員会（以下「委員会」 

 という。）が立案する。 

 

３．内容 

海外派遣研修協定に基づき実施する。 

（１） 研修先 

    委員会は、研修先を決定する。その際、受入れ先に対し、本事業が協会の主管する

国際図書館協力事業の一環として、実施されるものであることを明示する。 

（２） 研修内容 

    図書館業務全般とするが、基本的には参加者と相手校の調整による。 

（３） 参加者 

    原則として、加盟大学図書館の専任職員から年間 1名募集する。「参加申込書」お

よび面接に基づき選考を委員会で行い、結果を会長校に報告する。 

（４） 旅費その他 

    研修先が本協会に請求する経費および国際図書館協力委員会が認めた研修参加に

必要な経費を負担する。往復旅費および研修参加に関わらない経費等は参加者の

自己負担とする。保険は参加者の所属大学の規程による。 

 

４．研修報告 

参加者は帰国後、次の研究大会において、研修報告を行う。 

 

５．会計報告 

委員会は、海外派遣研修終了後、会長校に会計報告をする。 

 

６．その他 

この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、会長校、委員会によっ

て協議するものとする。 


